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第
８
回
特
別
弔
慰
金
の
請

求
は
お
済
み
で
す
か

　

戦
没
者
の
遺
族
に
対
す
る
特
別

弔
慰
金
の
請
求
を
受
け
付
け
て
い

ま
す
。

● 

支
給
要
件
＝
戦
没
者
等
の
死
亡

当
時
の
ご
遺
族
で
、
平
成
17
年

４
月
１
日
に
お
い
て
公
務
扶
助

料
や
遺
族
年
金
等
を
受
け
る
権

利
を
有
す
る
人
が
い
な
い
場
合

は
、
次
の
優
先
順
位
に
よ
る
ご

遺
族
お
一
人
に
特
別
弔
慰
金
が

記
名
国
債
で
支
給
さ
れ
ま
す
。

● 

優
先
順
位

①
弔
慰
金
受
給
権
者

②
戦
没
者
等
の
子

③ 

戦
没
者
等
と
生
計
関
係
を
有
し

て
い
て
、
戦
没
者
等
と
氏
が
同

じ
父
母
、
孫
、
祖
父
母
、
兄
弟

姉
妹

④ 

右
記
③
以
外
の
父
母
、
孫
、
祖

父
母
、
兄
弟
姉
妹

⑤ 

右
記
①
〜
④
以
外
で
、
戦
没
者

等
の
死
亡
時
ま
で
引
き
続
き
１

年
以
上
生
計
関
係
を
有
し
て
い

た
三
親
等
内
の
親
族

※ 

戦
没
者
等
の
死
亡
日
以
後
に
出

生
し
た
ご
遺
族
は
、
原
則
と
し

て
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

● 

請
求
期
限
＝
平
成
20
年
３
月
31

日
（
土
）

お知らせ版　No.028Information

交通災害共済に加入しましょう
　市町村交通災害共済制度は、交通事故により被害を受けた人を救済するために鹿児島県市町村交通災害共済組
合が行っている制度です。
　いつ交通事故の被害者になるかわかりません。万が一に備えるためにも交通災害共済制度に加入しましょう。

● 

日
時
＝
３
月
11
日
（
日
）

　

①
10
時
30
分
〜　

②
14
時
〜

● 

場
所
＝
市
文
化
会
館

● 

入
場
料
＝
１
，
０
０
０
円

【
問
い
合
わ
せ
】

　

市
福
祉
政
策
課

　

☎
０
９
９
４‒

31‒
１
１
１
３

春
の
木
市
を
開
催

　

毎
年
、
恒
例
の
春
の
木
市
が
開

催
さ
れ
ま
す
。

　

春
の
色
鮮
や
か
な
花
々
や
植
木
、

苗
木
な
ど
を
展
示
・
販
売
し
ま
す
。

ぜ
ひ
、
足
を
お
運
び
く
だ
さ
い
。

● 

日
時
＝
３
月
15
日
（
木
）
〜
５

月
６
日
（
日
）
の
８
時
〜
17
時

30
分

● 

場
所
＝
城
山
公
園
広
場

● 

内
容

○ 

花
・
植
木
・
苗
木
な
ど
の
展
示
・

販
売

○ 

造
園
・
設
計
・
施
工
・
緑
化
な

ど
の
相
談

○ 

花
の
プ
レ
ゼ
ン
ト
＝
４
月
１
日

（
日
）
の
９
時
か
ら
正
午
ま
で

に
花
な
ど
を
購
入
し
た
人

○ 

く
じ
引
き
＝
４
月
15
日
（
日
）

の
９
時
か
ら
正
午
ま
で
に
花
な

ど
を
購
入
し
た
人

【
問
い
合
わ
せ
】

　

市
商
工
観
光
課

　

☎
０
９
９
４‒

31‒

１
１
２
１

え
る
こ
と
か
ら
、
絶
対
に
許
さ
れ

る
行
為
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

市
で
は
こ
う
し
た
不
法
投
棄
に

対
し
て
、
警
察
や
保
健
所
等
と
連

携
を
取
り
、
パ
ト
ロ
ー
ル
を
強
化

し
て
不
法
投
棄
の
撲
滅
を
目
指
し

て
い
ま
す
。
不
法
投
棄
は
絶
対
に

や
め
ま
し
ょ
う
。

　

ご
み
の
処
分
方
法
や
処
分
手
数

料
等
に
つ
い
て
、
ご
不
明
な
点
が

あ
る
場
合
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

※ 

こ
れ
ら
の
粗
大
ご
み
を
投
棄
し
て
、

罰
金
15
万
円
を
支
払
っ
た
人
も
い

ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
】

　

市
生
活
環
境
課

　

☎
０
９
９
４‒
31‒
１
１
１
５

夜
間
・
休
日
の
納
税
及
び

納
税
相
談
を
実
施

　

市
で
は
、
夜
間
・
休
日
の
納
税

及
び
納
税
相
談
を
実
施
し
ま
す
。

● 

日
時
＝
３
月
12
日
（
月
）
〜
18

日
（
日
）

　

（
平
日
夜
間
）
17
時
〜
19
時

　

（
土
・
日
）
９
時
〜
16
時

● 

場
所
＝
市
収
納
管
理
課
（
１
階

⑰
番
窓
口
）

※ 

市
役
所
本
庁
舎
正
面
地
下
入
口

か
ら
お
入
り
く
だ
さ
い
。

● 

持
参
す
る
も
の
＝
印
鑑
、
催
告

書
、
納
税
通
知
書
等

【
問
い
合
わ
せ
】

　

市
収
納
管
理
課

　

☎
０
９
９
４‒

31‒

１
１
５
５

映
画
「
め
ぐ
み

－

引
き
裂

か
れ
た
家
族
の
30
年
」
特

別
上
映
会

　

こ
の
映
画
は
、
未
だ
解
決
し
て

い
な
い
北
朝
鮮
政
府
に
よ
る
拉
致

問
題
に
つ
い
て
、
横
田
め
ぐ
み
さ

ん
と
そ
の
家
族
に
焦
点
を
あ
て
た

ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
映
画
で
す
。

　

今
回
、
拉
致
被
害
に
関
す
る
人

権
問
題
を
市
民
の
み
な
さ
ん
に
広

く
知
っ
て
い
た
だ
く
た
め
、
特
別

上
映
会
を
開
催
し
ま
す
。
ぜ
ひ
、

ご
覧
く
だ
さ
い
。

か
の
や
ば
ら
園
年
間
パ
ス

ポ
ー
ト
を
割
安
で
販
売
し

ま
す

　

４
月
29
日
か
ら
開
催
さ
れ
る
春

の
ば
ら
祭
り
を
前
に
、
年
間
パ
ス

ポ
ー
ト
を
割
安
で
販
売
し
ま
す
。

　

ぜ
ひ
、
こ
の
機
会
に
ご
購
入
く

だ
さ
い
。
ま
た
、
現
在
年
間
パ
ス

ポ
ー
ト
を
お
持
ち
の
人
の
更
新
も

受
け
付
け
ま
す
。

● 

販
売
期
間

○ 

新
規
購
入
者
向
け
前
売
年
間
パ

ス
ポ
ー
ト
＝
３
月
１
日
〜
４
月

28
日

※
春
の
ば
ら
祭
り
開
催
前
日
ま
で

○ 

更
新
者
向
け
年
間
パ
ス
ポ
ー
ト

＝
３
月
１
日
か
ら
随
時
販
売

※ 

有
効
期
限
の
起
算
日
は
前
回
有

効
期
限
の
翌
日

● 

販
売
金
額

　

一
般
＝
１
，
２
０
０
円

　
　
　

（
通
常
１
，
８
０
０
円
）

　

小
中
高
生
＝
２
０
０
円

　
　
　
　
　

（
通
常
３
０
０
円
）

● 

販
売
場
所
＝
か
の
や
ば
ら
園

※ 

入
園
口
の
券
売
機
で
パ
ス
ポ
ー

ト
入
園
券
を
購
入
し
て
、
ば
ら

園
管
理
事
務
所
ま
で
お
い
で
く

だ
さ
い
。
ま
た
、
更
新
す
る
人

は
、
お
持
ち
の
パ
ス
ポ
ー
ト
を

必
ず
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
】

　

か
の
や
ば
ら
園
管
理
事
務
所

　

☎
０
９
９
４‒

40‒

２
１
７
０

※ 

す
で
に
請
求
が
済
ん
で
い
る
人

は
、
現
在
、
県
に
お
い
て
請
求

順
に
審
査
が
行
わ
れ
て
お
り
、

そ
の
結
果
が
県
か
ら
国
に
報
告

さ
れ
国
庫
債
券
が
発
行
さ
れ
ま

す
。
一
連
の
事
務
に
か
な
り
の

時
間
を
要
し
ま
す
の
で
、
請
求

後
ま
だ
債
券
を
受
領
し
て
い
な

い
人
は
、
も
う
し
ば
ら
く
お
待

ち
く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
・
申
込
先
】

　

市
福
祉
政
策
課

　

☎
０
９
９
４‒

43‒

２
１
１
１

　
　
　
　
　
　

内
線
３
１
６
６

不
法
投
棄
パ
ト
ロ
ー
ル
を

強
化
し
ま
す

〜
３
月
は
不
法
投
棄
撲
滅
強
化
月

間
で
す
〜

　

３
月
は
、
転
入
・
転
出
な
ど
慌

た
だ
し
く
人
の
動
き
が
あ
り
ま
す
。

引
っ
越
し
の
時
は
、
い
ら
な
く

な
っ
た
ゴ
ミ
が
出
る
の
が
つ
き
も

の
で
す
が
、
「
今
ま
で
使
っ
て
い

た
家
具
だ
け
ど
荷
物
に
な
る
の
で

捨
て
て
し
ま
お
う
」
と
か
「
新
し

い
住
居
地
で
新
品
の
電
化
製
品
を

買
う
の
で
捨
て
て
し
ま
お
う
」
と

考
え
て
、
家
具
や
電
化
製
品
な
ど

の
粗
大
ご
み
を
山
林
等
に
捨
て
る

人
が
い
ま
す
。

　

不
法
投
棄
は
景
観
を
損
な
う
だ

け
で
な
く
、
環
境
を
破
壊
す
る
な

ど
私
た
ち
の
生
活
に
悪
影
響
を
与

平
成
18
年
度
自
衛
官
を
募

集
　

平
成
18
年
度
の
自
衛
官
を
左
表

の
と
お
り
募
集
し
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
】

　

自
衛
隊
鹿
児
島
地
方
協
力
本
部

　

鹿
屋
地
域
事
務
所

　

☎
０
９
９
４‒

42‒

４
３
８
６

募集種目 資　　格 受付期限 試験期日

予備自衛官補
（一般）

18 歳以上　
　34 歳未満 ４/９（月）

４/14（土）
　～ 16（月）
のいずれかの日

予備自衛官補
（技能）

18 歳以上で、保有
する技能に応じて
53 ～ 55 歳未満

４/９（月）
４/14（土）
　～ 16（月）
のいずれかの日

２等陸・海・空士
（男子）

18 歳以上　
　27 歳未満

お問い合わせ
ください。

お問い合わせく
ださい。

●加入資格　 鹿屋市に住民登録又は外国人登録をし
ている人

●共済期間　 平成 19 年４月１日
　　　　　　～平成 20 年３月 31 日
　　　　　　※ 中途加入の場合は、共済掛金を納入

した翌日からその年度の３月 31 日
までです。

●共済掛金　 １人　年額 500 円
　　　　　　※ 共済期間の中途で加入した場合も同

額です。

●申込方法　 ３月初旬に平成 18 年度加入世帯のみ
加入申込書を発送します。平成 18 年
度で加入しなかった人で、新たに加入
したい人は、市民課又は各総合支所市
民生活課までお越しください。加入申
込書を発行します。

　　　　　　※ 指定の金融機関等で納付してくださ
い。

◇世帯の人数（共済掛金）を変更する場合は、市から郵送される加
入申込書では納付することができません。変更を希望する場合は、
市民課又は各総合支所の市民生活課までお越しください。

【問い合わせ】
　市民課　☎ 0994-43-2111 内線 3158
　各総合支所市民生活課

食
品
加
工
実
習
セ
ン
タ
ー

利
用
に
つ
い
て

　

鹿
屋
市
の
各
食
品
加
工
セ
ン

タ
ー
を
利
用
す
る
に
は
、
年
度
ご

と
に
利
用
者
登
録
を
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。

● 

登
録
条
件
＝
次
の
条
件
を
す
べ

て
満
た
さ
な
け
れ
ば
、
施
設
の

利
用
は
で
き
ま
せ
ん
。

○ 

１
グ
ル
ー
プ
５
人
以
上
で
編
成

○ 

市
内
居
住
者
又
は
在
勤
者

○ 

ス
ポ
ー
ツ
障
害
保
険
加
入
者

● 

登
録
方
法
＝
最
寄
の
加
工
施
設

窓
口
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

● 

加
工
施
設

【
問
い
合
わ
せ
】

　

市
農
政
課

　

☎
０
９
９
４‒

31‒

１
１
１
７

施　　設　　名 所在地 電話番号
農業研修センター 札元１丁目 0994-43-9292
大姶良食品加工実習センター 田淵町 0994-48-2999
はらいがわふれあいセンター 祓川町 0994-43-8713
花岡食品加工実習センター 花岡町 0994-46-2798
高須食品加工実習センター 高須町 0994-47-3103
野里食品加工実習センター 野里町 0994-40-3234
特用林産物出荷
加工実習センター 上高隈町 0994-45-2510

勤労青少年ホーム 向江町 0994-43-4640


